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出雲市農業委員会（第２期）第２６回総会 議事録 

 

 

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。 

 

１ 日時  令和４年(2022)９月２６日（月） 午後１時２３分から午後２時２０分 

 

２ 場所  出雲市役所 ３階 庁議室 

 

３ 出席委員（２３名） 

  大梶 泰男  石飛 政樹  松本 尚幸  原 孝治   河原 基    

  岡田 征記  落合 光啓  佐野 芳夫  岡 正    水 壯   

  石飛 忠宏  渡部 靖司  上野 正夫  天野 明浩  塩野 一男  

  板垣 房雄  今岡 充   持田 守夫  江角 昭夫  伊藤 美樹  

  青木 敏男  若槻 博美  遊木 龍治 

   

４ 欠席委員（１名） 

松井 幸男   

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第８３号 会長専決処分の報告 

報第８４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第８５号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報第８６号 農地法第４３条第１項の規定による届出について 

報第８７号 農地法第４条の規定による農地等の許可の取消について 

 

⑵  議案審議 

  議第１７４号 農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について 

議第１７５号 農地法第３条の規定による許可の決定について 

議第１７６号 農地法第４条の規定による許可の決定及び承認について 

議第１７７号 農地法第５条の規定による許可の決定及び承認について 

議第１７８号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第１７９号 非農地証明について 

議第１８０号 相続税の納税猶予の適格者証明申請の決定について 
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 会長あいさつ 

 

 

６ 議事  

会長が議長を務め、総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の成立を宣する。 

署名委員に議席番号７番の落合光啓委員と８番佐野芳夫委員を指名する。 

 

議  長   それでは、お手元の次第にしたがって進行いたします。 

報告事項、報第８３号会長専決処分の報告、報第８４号農地法第１８条第

６項の規定による通知について、報第８５号農地法第３条の３第１項の規定

による届出について、報第８６号農地法第４３条第１項の規定による届出に

ついて、報第８７号農地法第４条の規定による農地等の許可の取消について 

を一括して報告します。 

       報第８３号会長専決処分について、報告いたします。第２５回総会で承認

いたしました案件で、島根県農業会議に意見を聴く案件、第５条３件及び事

業計画変更２件については、島根県農業会議第７８回常設審議委員会に諮問

し、許可相当との答申をいただいております。そのため、第５条３件及び事

業計画変更２件を、常設審議委員会における決定日の９月１２日付けで許可

決定しております。 

以上、報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第８４号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事

務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第８４号について、説明します。 

農地の賃貸借の解約等は、原則的に県知事の許可が必要ですが、農地法第

１８条第１項第２号で、貸し手と借り手の合意による解約が、その農地の引

渡しの期限前の６ヶ月以内に成立した旨が書面において明らかな場合は契約

終了の手続きができます。 

報告事項の１ページをご覧ください。今月は受付番号５３番から７２番の

２０件の通知がありました。内訳としては、転用申請のためが１６件、契約

内容の変更のためが１件、貸人の都合が１件、売買のためが１件、中間管理

機構への移行が１件となっています。転用申請のためとなっている１６件の

うち、受付番号５５～６２番の８件は出雲西高等学校のグラウンド建設を目

的とされています。また、受付番号６５～６９番の５件については新工業団

地事業用地としての利用を目的とされています。 
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農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後６ヶ月以内であることを書面

で確認しており、県知事の許可を要しないものと考えます。以上報告といた

します。 

 

議  長   続いて、報第８５号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

事務局から報告をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、報第８５号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

ご説明いたします。農地法第３条の３において、「相続」や、「時効取得」な

どの、農地法の許可を要しない権利取得につきましては、権利を取得した者

は、農業委員会にその旨を届出しなければならないこととされています。 

第２６回総会報告事項の４ページから７ページをご覧ください。この届出

の先月受付分は、受付番号９９番から１１０番までの１２件でした。権利の

取得事由は、１２件全てが「相続」によるものでした。市外在住の相続人か

らの届出などについては、備考欄に記載しております。 

受付番号１００番については、一部あっせん希望がありましたので、担当

農業委員さんに相談をしています。なお、本届出の受理通知は、届出書の到

達があった日から４０日以内とされております関係上、９月８日付けで通知

を出しております。以上、報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第８６号農地法第４３条第１項の規定による届出について、事

務局から報告をお願いします。 

 

吉川主任   それでは、報第８６号について、ご説明いたします。報告事項の８ページ

をご覧ください。今月は、１件の届出がありました。まず、制度について簡

単にご説明します。通常は、農業用ビニールハウス内の底面をコンクリート

にする場合は、転用許可を受けなければなりませんが、平成３０年の法改正

により「農作物栽培高度化施設」として一定の基準を満たす施設については、

事前に農業委員会に届出を行うことで転用許可なく設置できるようになりま

した。この一定の基準とは、施設の棟高が８．０ｍ以内、軒高が６．０ｍ以

内であるといった高さの基準や日光を通さない素材のビニールハウスの場合

は、隣の農地に日影を生じさせないといったものがあります。この届出が受

理された農業用ハウスは、農地として扱われますので、固定資産税は引き続

き農地として課税されます。農業委員会としては、この施設に対して毎年の

農地パトロール等で現地確認をすることになります。現地確認では、届出内

容のとおり使用されているか確認し、計画に則した状態でない場合は指導の
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対象になります。 

それでは、個別の案件についてご説明いたします。報告事項８ページの受

付番号１番です。資料は８ページから１１ページをご覧ください。場所は荒

茅町の畑２筆です。案内図は９ページです。建築予定の施設は長さ２５．０

ｍ、間口７．２ｍ、棟高３．８ｍ、軒高１．９ｍのビニールハウスが２棟と

長さ１４．０ｍ、間口７．２ｍ、棟高３．８ｍ、軒高１．９ｍのビニールハ

ウスが１棟です。ビニールハウスの面積は計４６０．０８㎡です。ビニール

ハウスの屋根及び壁面は光を通さない素材です。建築後は菌床シイタケを生

産する計画です。施設の内部には、菌床シイタケの栽培棚が３６個×２列と

空調設備等を設置する計画です。なお、本件については、出雲市のチャレン

ジ事業の活用により、遊休農地を解消された案件になります。本届出の受理

通知は、届出書の到達があった日から２週間以内とされております関係上、

事務局で内容を確認し、要件を満たすものとして９月５日付で通知を出して

います。説明は以上です。 

 

議  長   続いて、報第８７号農地法第４条の規定による農地等の許可の取消につい

て、事務局から報告をお願いします。 

 

後藤主事   報第８７号について、ご説明いたします。第２６回総会報告事項の１２ペ

ージをご覧ください。農地法第４条の規定による許可の取消願が１件ありま

した。受付番号２番は、平成１８年５月１５日付で許可した案件です。転用

目的は、倉庫・物置でした。取消理由は、転用許可後、事業実施前に周囲の

状況が変わり、事業計画を断念したためです。取消後は、畑地として利用さ

れる計画です。なお、この農地は議題１７７号の１５１番農地法５条の許可

についての関連となっています。また５条の審議の際に担当から説明いたし

ます。以上、報告といたします。 

 

議  長   報告事項について、一括して報告をいたしましたが、ご質問はございませ

んか。 

 

議  長   質問は無いものと認めます。 

 

議  長   続いて、議案の審議を行います。それでは、議第１７４号農業経営基盤強

化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について、を議題といたします。

農業振興課河井係長から内容について、説明をお願いします。 
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河井係長    議第１７４号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定

についてご説明いたします。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

により、市は、農業委員会において「農用地利用集積計画」を決定していた

だくこととなっておりますので、本案件の適否について、今総会でのご判断

をお願いいたします。それでは、９月３０日公告予定の集積計画の概要をご

説明いたします。お手元の農用地利用集積計画の２ページをご覧ください。

まず、賃借権の設定です。２ページ上の利用権設定合計の賃借権の行をご覧

ください。設定合計は３筆、３，１３１㎡、うち新規の設定が２筆、９２７

㎡、再設定が１筆、２，２０４㎡です。この内訳については２ページの別表

①の総計欄の一番下、合計をご覧ください。相対分合計が１筆、２，２０４

㎡中間管理事業分合計が、２筆、９２７㎡となっております。続きまして、

使用貸借権の設定です。２ページ上の利用権設定合計の使用貸借権の行をご

覧ください。設定合計は、２３筆、２８，７１４㎡、うち新規の設定が３筆、

４，６９０㎡、再設定が２０筆、２４，０２４㎡です。この内訳については

３ページの別表②の総計欄の一番下、合計ご覧ください。相対分合計が１０

筆、１０，６９１㎡、中間管理事業分合計が、１３筆、１８，０２３㎡、う

ち中間管理事業一括方式分が２筆、１，６３４㎡となっております。今月の

すべての利用権設定の合計は、２ページ上の利用権設定合計の総計欄の一番

下、合計をご覧ください。２６筆、３１，８４５㎡です。その他詳細な設定

内容は、４ページ以降の各筆明細でご確認ください。なお、今月は所有権の

移転がございますので、ご説明いたします。８ページの「農用地利用集積計

画所有権移転」及び９ページの「所有権移転総括表」をご覧ください。農業

経営基盤強化促進法第５条第３項の規定により、県が指定する農地中間管理

機構である「公益財団法人しまね農業振興公社」は、農地を出し手農家から

買い入れ、中間保有した後、担い手である受け手農家へ売り渡します。この

事業を活用して所有権移転を行うと、農地の出し手、受け手ともに税制上の

優遇措置を受けることができ、担い手への集積が効率的に促進されます。今

月の所有権移転の合計は、１筆、２，８４２㎡です。以上、今月の申請の案

件は、出雲市における基本構想に適合するとともに、権利者及び利用権の設

定をうけた者が経営農地の全てを効率的に利用し、必要な農作業に常時従事

するものとして作成したものです。また、前回までの総会で決定いただきま

した、農地中間管理事業の集積計画につきまして、お配りしております「農

地中間管理事業による農用地利用配分計画（案）」として公益財団法人しまね

農業振興公社に提出いたしますのでご確認ください。説明は、以上でござい

ます。 
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議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１７４号農業経営基盤

強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について、承認される方の挙手

を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって議第１７４号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１７５号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定につ

いて、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

和泉主事   それでは、議第１７５号農地法第３条の規定による許可の決定について、

ご説明いたします。第２６回総会議案の１ページの左側の欄をご覧ください。

今月は、所有権移転の申請が４件ありました。個別の事案についてご説明い

たします。２ページをご覧ください。なお、備考欄に※印で記載のあるもの

につきましては、令和４年７月２５日の総会にて別段面積の適用を決定した

土地でございます。受付番号６５番について説明します。譲渡人は、自宅か

ら通いにくいことによる耕作不便のため、近隣農地耕作者である受人に譲渡

するものです。所有権移転後は、受人が野菜を栽培される計画です。つづい

て受付番号６６番について説明します。譲渡人は、高齢による労力不足のた

め、近隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人

が野菜を栽培される計画です。つづいて受付番号６７番について説明します。

譲渡人は、高齢による労力不足のため、近隣居住者である受人に譲渡するも

のです。所有権移転後は、受人がイチジクを栽培される計画です。受付番号

６８番について説明します。譲渡人は、市外在住による耕作不便のため、近

隣農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、受人が季節

野菜を栽培される計画です。以上、受付番号６５番から６８番については、

３ページの調査書に記載しておりますとおり、農地法第３条２項各号不許可

には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。説明は以上で

す。 

 

議  長   ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そそれでは、議第１７５号農地法第３

条の規定による農地等の許可申請決定について、承認される方の挙手を求め

ます。 
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議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１７５号農地法第３条の規定による農

地等の許可申請決定について、を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第１７６号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び

承認について、を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願

いします。 

 

後藤主事   それでは、議第１７６号農地法第４条の規定による許可の決定及び承認に

ついて、ご説明いたします。第２６回総会議案の１ページをご覧ください。

今月は、８件の申請がありました。議案書は４ページ、参考資料は１ページ

から１６ページをご覧ください。議案書欄外左に丸印をつけている１件につ

いて、１０月に開催予定の第７９回常設審議委員会に諮問する予定です。な

お、説明案件はございません。なお、事後追認の案件が６件あります。受付

番号３２番の案件は、平成９年頃から一部を駐車場及び農業用倉庫として利

用してきたものです。受付番号３３番の案件は、平成１０年頃当初は農業用

の収納庫として利用してきましたが、近年は家財を入れたり、資材置場とし

て利用したりしていたものです。受付番号３４番の案件は、平成１７年頃か

ら事務所・倉庫・資材置場として利用してきたものです。受付番号３５番の

案件は、平成１７年頃から自家用駐車場用地として利用してきたものです。

受付番号３８番の案件は、昭和５９年頃から個人住宅敷地として利用してき

たものです。受付番号３９番の案件は、昭和５１年頃から個人住宅敷地とし

て利用してきたものです。いずれの申請も事後になりましたが、悪意はない

ものと判断しています。転用許可基準は満たしており、事業者には始末書の

提出を受け、農地法に違反することのないよう指導しております。以上、受

付番号３２番から３９番については、農地法に規定する不許可の要件には該

当しないものと認められます。説明は以上です。 

 

議  長   説明のあった案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１７６号農地法第４条

の規定による農地等の許可申請決定及び承認について、承認される方の挙手

を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって議第１７６号の全案件を許可相当とし、許可

決定及び承認いたします。 
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議  長   次に、議第１７７号農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び

承認について、及び関連がございますので、議第１７８号農地転用事業計画

変更申請決定について、を議題といたします。事務局から内容について、説

明をお願いします。 

 

吉川主任   議第１７７号について、ご説明いたします。議案書は５ページから１３ペ

ージ、説明資料は１ページから１８ページ、参考資料は１７ページから６４

ページをご覧ください。今月は、所有権の移転が３０件、賃貸借権の設定が

３件、使用貸借権の設定が７件の合計４０件の申請がありました。議案書欄

外左に丸印をつけている１０件について、１０月に開催予定の第７９回常設

審議委員会に諮問する予定です。 

それでは、個別の案件についてご説明いたします。議案書５ページの受付

番号１４２番です。説明資料は１ページから３ページをご覧ください。転用

場所は大島町の畑４筆です。案内図は２ページです。転用目的はデイサービ

ス施設です。面積は転用面積が１，７７２㎡、所要面積が２，５０４．１０

㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第２種農地です。

土地利用計画との調整は、令和４年６月に農業委員会総会で審議済です。許

可該当条項は、農地法第５条第２項第２号の「非改良」に該当します。事業

計画についてご説明いたします。事業者は市内で福祉事業を営む法人です。

この度、既存のデイサービス施設の隣接地である申請地を取得し、園庭及び

駐車場を整備する計画です。資金計画については、所要資金額４２０万円で、

これに対する資金調達は自己資金の計画であり、証明を確認しています。 

議案書６ページの受付番号１４３番です。説明資料は４ページから６ペー

ジをご覧ください。転用場所は荒茅町の畑１筆です。案内図は５ページです。

転用目的は、資材置場です。面積は転用面積・所要面積ともに１８０㎡です。

権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第１種農地です。事業計画

についてご説明いたします。事業者は建築業を営む個人です。この度、道路

が広く住宅が密集していない申請地を取得し、資材置場を整備する計画です。

資金計画については、所要資金額２７０万円で、これに対する資金調達は自

己資金の計画であり、現金で確認しています。本案件については、事業計画

者と許可申請の前に事前相談を行い、許可の基準を満たしていないことを説

明しましたが、不許可になるのであれば、それでも構わないので総会に諮り

結論を出してほしいとのことでしたので、議案として提出するものです。農

地転用許可基準に基づく検討をしたところ、農地区分は第１種農地に該当し

ますので、農地法第５条第２項により、原則として農地転用を許可しない土
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地と位置づけられております。同項ただし書きの不許可の例外のうち、農地

法施行規則第３３条第４項の「集落接続」に該当するか検討しましたが、事

業計画者は集落外に居住しており「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域

において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設」には該当しないも

のと考えます。また、その他の不許可の例外にも該当しないものと考えます。 

議案書７ページの受付番号１５１番です。説明資料は７ページから９ペー

ジをご覧ください。転用場所は斐川町併川の田５筆、畑４筆です。案内図は

８ページです。転用目的は建売分譲敷地です。面積は転用面積が１，６４１

㎡、所要面積が２，７００.３６㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。

農地区分は、第１種農地です。土地利用計画との調整は、令和４年６月に農

業委員会総会で審議済です。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４

号の「集落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業

者は松江市内で宅地建物取引業を営む法人です。この度、利便性の高い申請

地を取得して建売分譲敷地として利用する計画です。資金計画については、

所要資金額２億５，８２０万円で、これに対する資金調達は自己資金の計画

であり、証明を確認しています。 

議案書８ページから１０ページの受付番号１５４番から１６４番です。説

明資料は１０ページから１２ページをご覧ください。転用場所は斐川町直江

の田４１筆、畑７筆です。案内図は１１ページです。転用目的は工業団地敷

地です。面積は転用面積が３２，８９２.６０㎡、所要面積が１１３，２２６

㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第１種農地です。

土地利用計画との調整は、令和３年３月に農用地区域からの除外決定済みで

す。許可該当条項は、農地法施行規則第３６条の「１種３分の１未満」に該

当します。事業計画についてご説明いたします。本事業は市の新工業団地敷

地造成事業です。この度、開発区域内の申請地を取得して建物敷地、緑地、

道路、河川、調整池等の整備を行う計画です。一部の農地については、用地

買収に係る手続き上、所有権移転後に分筆を実施する必要があるため、分筆

前の地番で申請されています。分筆に係る地積測量図を確認しており、所有

権移転後は、測量図に基づき速やかに分筆を実施されます。資金計画につい

ては、所要資金額１９億円で、これに対する資金調達は自己資金の計画であ

り、証明を確認しています。 

議案書１１ページの受付番号１６６番です。説明資料は、１３ページから

１５ページをご覧ください。転用場所は、見々久町の田１筆です。案内図は

１４ページです。転用目的は、現場仮設事務所です。面積は転用面積・所要

面積ともに６３３㎡です。本案件は、追認案件になります。権利の種類は、

賃貸借権の設定です。農地区分は、農用地区域内農地です。許可該当条項は、
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農地法施行令第１１条第１項第１号の「一時転用」に該当します。事業計画

についてご説明いたします。事業者は市内で建設業を営む法人です。受注し

た工事のため、申請地を賃借して工事の現場仮設事務所及び倉庫置場、駐車

場を整備していますが、許可を受けていなかったことから、この度、手続き

を行うものです。資金計画については、所要資金額２７万円で、これに対す

る資金調達は自己資金の計画であり、証明を確認しています。 

議案書１２ページの受付番号１７０番です。説明資料は、１６ページから

１８ページをご覧ください。転用場所は高岡町の田１筆です。案内図は１７

ページです。転用目的は、共同住宅です。面積は転用面積・所要面積ともに

８９３㎡です。本案件は、追認案件になります。権利の種類は、使用貸借権

の設定です。農地区分は、第２種農地です。許可該当条項は、農地法施行規

則第４６条の「市街地近接」に該当します。事業計画についてご説明いたし

ます。事業者は、市内に居住する個人です。令和元年９月３０日に許可を受

けた後、共同住宅１棟を建築していますが、土地の造成後に事業計画者死亡

により許可無効となっていたことから、この度、相続人が手続きを行うもの

です。資金計画については、今後の支出はありません。その他の案件につい

ては、議案書及び参考資料でご確認くださいますようお願いいたします。 

つづいて、議第１７８号について、ご説明いたします。議案書は１４ペー

ジ、説明資料は１９ページから２１ページ、参考資料は２７ページから２８

ページをご覧ください。今月は、所有権の移転が１件、権利の移転設定を伴

わない変更が１件の合計２件の申請がありました。議案書欄外左に丸印をつ

けている１件について、１０月に開催予定の第７９回常設審議委員会に諮問

する予定です。 

それでは、個別の案件についてご説明いたします。議案書１４ページの受

付番号２４番です。説明資料は１９ページから２１ページをご覧ください。

転用場所は知井宮町の田１筆です。案内図は２０ページです。転用目的は、

貸工場です。転用面積、所要面積ともに８４２㎡です。申請地の農地区分は、

第１種農地です。土地利用計画との調整は、平成２年度に農用地区域からの

除外決定済みです。許可該当条項は、農地法施行規則第３３条第４号の「集

落接続」に該当します。事業計画についてご説明いたします。事業者は、市

内で土木工事業を営む法人です。当初は、貸倉庫を建築する計画で許可を受

けていましたが、借主が見つからず計画を断念することになったものです。

この度、隣接事業所へ貸し出す工場及び駐車場を整備する予定です。資金計

画については、所要資金額１，２００万円で、これに対する資金調達は自己

資金の計画であり、証明を確認しています。受付番号２３番は、農地法第５

条の１４０番とセット案件です。 
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以上、議第１７７号のうち受付番号１４３番以外の３９件及び議第１７８

号の２件については、いずれも農地法に規定する不許可・不承認の要件には

該当しないものと認められます。説明は以上です。 

 

議  長   それでは、議題となっています議第１７７号のうち、１件が許可の例外規

定に該当していません。この、受付番号出農第２２５号の１４３、１件につ

いて、先議案件といたします。 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第１７７号のう

ち、１件の先議案件について不許可とすることに同意される方の挙手を求め

ます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１７７号のうち受付番号出農第２２５

号の１４３、１件について、不許可と決定します。 

 

議  長   続きまして、議第１７７号のうち、先ほどの先議案件１件を除くすべての

案件についてご質問、ご意見はございませんか。 

 

石飛忠宏委員 議席番号１２番の石飛です。５ページの１３６番について、古墳の一部用

地とは、どういった状況ですか。 

 

吉川主任   申請地の一部が既に古墳の一部として保全対象地となっており、本年３月

に文化財指定地として追加指定され、市が文化財として保全していくため、

今回取得するものです。 

 

石飛忠宏委員 わかりました。 

 

持田委員   議席番号１９番の持田です。先ほどの先議案件とも関わるかもしれません

が、集落接続の規定については、その場所に住んでいないといけないとか、

その地域に関係がある方でなければならないという説明でしたが、アパート

などの実際の運用はどうなっていますか。 

 

吉川主任   個人住宅やアパートなどそこに住むということで集落の一員となる転用事

業については、これを認めることにしています。アパートについては、市内
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で実績のある事業者が行う場合、その集落に人が住むということで、これを

認めています。 

 

持田委員   先ほどの先議案件については、住むこともないし、ただ転用したいという

ことで不許可ということですね。わかりました。 

 

議  長   他に何かございませんか。 

 

今岡委員   議席番号１８番の今岡です。補足の説明をいただきたいのですが、先ほど

の先議案件は１種農地になりますが、県の常設審議委員会の審議案件になる

のですか。 

 

吉川主任   常設審議委員会で審議いただく案件は総会で許可相当と決定した案件で、

先ほど不許可と決定していただきましたので、諮問はしないことになります。 

 

今岡委員   わかりました。 

 

議  長   他に何かございませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。そういたしますと、議第１７７号のう

ち、先議案件１件を除くすべての案件について承認される方の挙手を求めま

す。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１７７号のうち、先議案件１件を除く

すべての案件を許可相当とし許可決定及び承認いたします。また議第１７８

号を決定いたします。 

 

議  長   次に、議第１７９号非農地証明について、を議題といたします。事務局か

ら内容について、説明をお願いします。 

 

高木行政専門員  それでは議第１７９号、非農地証明の申請について説明します。議案

書の１５．１６ページ及び説明資料２２ページから２８ページをご覧くだ

さい。今月は２件の申請がありました。 

        受付番号２１番について説明いたします。申請地については議案１５ペ

ージに載せております。また説明資料の２２ページの位置図及び付近案内

図で申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料２３ページの
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現況写真をご確認ください。申請地は山林で囲まれた谷間にあり、湧水の

影響などで水溜まりがあり４０年以上耕作されず原野の状態となっていま

す。現地確認は９月８日に岡田農業委員、樋野推進委員、多々納推進委員、

事務局職員で行っています。 

次に、受付番号２２番について説明いたします。申請地については議案

１５，１６ページに載せております。また説明資料の２４．２５ページの

位置図及び付近案内図で申請場所をご確認ください。詳細については、説

明資料２６．２７．２８ページの現況写真をご確認ください。申請地は、

５０年以上耕作されず、樹木が生い茂って、山林の状態となっています。

現地確認は９月１３日に塩野農業委員、小畑推進委員、事務局職員で行っ

ています。 

        受付番号２１番、２２番の申請地は、農業的利用を図るための条件整備

の予定はありません。よって本案件は、非農地証明基準の「やむを得ない

事情によって長期間耕作放棄した土地で、その土地の周囲の状況からみて

農地に復元しても継続して利用することができないと認められる場合」に

該当し、農地法第２条に規定する農地以外のものであるとして非農地証明

の対象となるものと考えます。説明は以上です。 

 

議  長   岡田農業委員さん、補足はございますか。 

 

岡田委員   議席番号６番の岡田です。先ほど事務局から説明がありましたとおりで、

別段補足はありません。 

 

議  長   塩野農業委員さん、いかがでしょうか。 

 

塩野委員   議席番号１６番の塩野です。先ほど説明されたとおり、山林と一体化した

場所であり、とても農地として復元する事が不可能であると思いました。

以上です。 

 

議  長   担当農業委員及び事務局から説明がございましたが、ご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１７３号非農地証明に

ついて、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１７３号を承認いたします。 
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議  長   次に、議第１８０号相続税の納税猶予の適格者証明申請の決定について、

を議題といたします。事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

山田次長   それでは、議第１８０号相続税の納税猶予の適格者証明申請について、説

明します。それでは議案１７ページをご覧ください。 この制度は、相続に

よって取得された農地の全部又は一部について、今後も引き続き農業経営を

行うということで、税務署に申告をし、相続税の納税の猶予を受けるもので

す。申告書には、相続人が相続税納税猶予の適格がある旨を証するとして、

農業委員会による証明書の添付が必要になっています。なお、納税猶予の適

用を受けるためには、自らが営農する場合又は利用権等によって貸付けられ

る農地も適用になりますが、農地としての利用を終身継続することが条件に

なっています。 

 個別の案件について、説明します。被相続人の農地を、相続人が相続し、

今後も農業を続けるため、相続税の納税猶予の適用を受けたいということで

適格証明の申出がありました。案内図を１７ページに示しております。申請

場所は大津町の田２筆と畑２筆で、面積合計５，３２４㎡です。なお、対象

地内にある建物は、農器具庫になります。現状につきましては、９月１２日

に遊木農業委員と事務局職員で現地調査を行い、農地として使用されている

ことを確認いたしました。相続人は、今後も引き続き農業経営を行うものと

認められるため、相続税の納税猶予の適格者であると考えます。説明は以上

です。 

 

議  長   遊木農業委員さん、補足はございますか。 

 

遊木委員   議席番号２４番の遊木です。事務局と現地を９月１２日に確認しました。

農地として牧草等を作ってあり、内容としては、適格ではないかと思います。 

 

議  長   担当農業委員及び事務局から説明がございましたが、ご質問、ご意見はご

ざいませんか。 

 

議  長   質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１８０号相続税の納税

猶予の適格者証明申請の決定について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第１８０号相続税の納税猶予の適格者証

明申請の決定について、を承認いたします。 
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議  長   予定していた議事は終了しました。 

以上をもって、本日の全ての議事日程を終了いたします。 



16 

 

議長が、総会の閉会を宣する。 午後２時２０分 

 

 

議事に参与した者の職、氏名 

 農業委員会事務局 

  藤原事務局長、山田次長、吉川主任、高橋副主任、後藤主事、和泉主事、 

高木行政専門員 

 農業振興課 

  農地利用調整係 河井係長 

 

以上、会議の顛末を記録し、その相違なきことを証するため署名する。 

 

 

 議  長 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 署名委員 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 署名委員 

 

       ―――――――――――――—―――――――――――― 

 

 

 


